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そ
の
ー
補
助
金
等
は
直
接
収
入
役
ょ
一
て
は
、

り
現
金
で
支
払
う
も
の
に
つ
い
一
す
。

そ
の
都
度
通
知
を
し
ま

水
道
の
水
が
白
く
に
ご
っ
た
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の

よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
原
因
は
空
気
の
あ
わ
で
白
く
見

こ
れ
は
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水
後
に
お
き
る
場
え
る
の
で
す
。
し
ば
ら
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す
る
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が
多
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、
滅
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ど
の
入
と
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な
水
に
な
り
ま
す
か
ら
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す
ぎ
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は
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い
か
と
心
配
さ
安
心
し
て
飲
ん
で
く
だ
さ
い
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所場時日

母
子
ぐ
る
み
で
交
通
ル
ー
ル
を

中居谷集会所10: 00,....,10・ ・30 11月14日

正山小学校11:00--12:00 11月14日

大谷小学校13: 30-14: 30 11月14日

小藪三井旅館前9 : 00,..._, 9 : 30 11月15日

岩谷小学校10 : 30,_,11 : 30 11月15日

肱川町公民館13 : 00--14 : 30 11月15日

に
な
り
ま
す
。
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母
子
ぐ
る
み
で
交
通
ル

ー

通

安
全
教
室
や
訓
練
を
定
期
的

ル
を
身
に
つ
け
、
こ
ど
も
を
交
に
行
な
い
、
幼
児
と
母
親
の
交

た
だ
し
、
税
金
は
納
税
組
合

通
事
故
か
ら
守
る
と
と
も
に
、
通
安
全
思
想
を
高
め
よ
う
と
す

（
部
落
）
で
ま
と
め
て
納
入
す

る
こ
と
は
今
ま
で
と
変
り
ま
せ

私
た
ち
の
地
域
か
ら
交
通
事
故
る
も
の
で
す
。

十
月
一
日
に
は
、
大
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保
育

を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
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、
各
保
育
所
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と
に
「
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じ
所
と
予
子
林
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育
所
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結
成
式

支
所
取
扱
い
は
、
毎
月
二
十

竺
碩
指
定
金
融
機
関
に
農
協
を
指
定
七

B
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ら三十
日
ま
て
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し
他
〗
ク
ラ

フ」
の
結
成
か
進
め
ら
か
行
な
わ
れ
、
「
こ
じ
か
ク
ラ

れ
て
い
ま
す
。

プ
旗
」
や
、
「
交
通
安
全
プ

ッ

は
本
所
へ
納
付
し
て
く
だ
さ
い

こ
の
「
こ
じ
か

ク
ラ
プ
」
は
ク
」
等
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

十
一
月
一
日
か
ら
、
肱
川
農
業
協
同
組
合
が
町
の
指
定
金
融
機
関
と
な
り
、
町
の
（
岩
谷
地
区
は
、
二
十
八
日
の
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の
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を
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。
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六
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そ
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で
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所
で
結
成
さ
れ
ま
す
。
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分
は
、
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入
通
知
書
持

こ
れ
は
、
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協
同
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ら
指
定
金
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機
関
に
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て
の
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情
を
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点
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で
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出
生
者
。

二
回
目
の
者
昭
和
四
十
七

、

[

.

、

し

贔

さ

参
者
だ
け
取
扱
い
ま
す
。
納
入

5
桑
四
5
,
．

苓

，

呵

＼

，

け
て
か
ら
検
討
し
て
い
た
も
の
で
、
九
月
十
九
日
に
町
議
会
の
議
決
を
得
て
、
町
と

年
七
月
一
日
か
ら
四
十
八
年
ニ

月
十
五
日
ま
で
の
出
生
者
。

妊
婦
の
無
料
検
診
票
の
交
付

に
つ
い
て

よ
い
子
供
を
生
む
た
め
の
対

恥
閂
□
[
[
い
い
□い□
／
口
叫
冒
〗
｀
こ
直
“
竺

[
児

を
園

い
の
事
務
を
取
扱
わ
せ
る
た
め
専
門
機
関
に
取
扱
わ
せ
る
方
法
ぎ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
請
求
は
今
ま
で
ど
お
り
提
出

"~’

策
と
し
て
、
専
門
医
に
よ
る
妊

、
今“̂
、

旗
育

包
？
忍
‘
]
プ
保

に
町
内
で
―
つ
の
金
融
機
関
を
が
、
町
に
多
額
の
現
金
を
休
ま

町
か
ら
の
支
払
い
は
、
希
望
に
し
て
く
だ
さ
い
。
支
払
い
は
普
”
"

.
，
"
口
＇
〗

t
:ぐ
，
乞
三
匂
茫
ゞ
、

ラ
と
婦
無
料
検
診
票
が
、
妊
娠
中
、

指
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ま
す
。

せ
て
お
く
必
要
が
な
く
な
り
‘
よ
っ
て
送
金
払
、
口
座
振
替
払
通
収
入
役
が
小
切
手
を
発
行
し
、

な

ぜ

指

定

す

る

の

か

保

管
の
面
か
ら
み
て
も
安
全
で
な
ど
、
で
ぎ
る
限
り
皆
さ
ん
に
ま
す
。

ー
附
翡
5

.

｀.5:
べへ竺ぷ・^
が
‘.i”ーご筐豆羹｛

ク

ん

前

半

と

後

半

と

二

回

交

付

さ

れ

近
年
、
財
政
規
模
の
拡
大
は
あ
り
、
ま
た
、
収
入
役
（
会
計
便
利
な
よ
う
に
取
扱
わ
れ
る
こ
農
協
の
口
座
払
を
希
望
さ
れ

',

臼

ふ

閂

霞

羅

る
こ
と
に
な
り
、
妊
婦
に
交
付

•.. 
‘
.
‘
…
•
ン
…
•
ン
…
•
`
•
”

.... ‘;
…

•
•
q
•…
·
‘
、
…
•
•
｀
ー
…
・
・
、
．．．．．． `
・
、
…
•
`
;
…
•
`
•
Z

.... `
．
’
…
•
`
;
…
·
`
”
…
•
•
`
、
…
•
•
`
;

．．． 
‘
“
•
…
•
ヽ
．
”．．．． 
｀
 
．．．．．．． 
；
…
·
`
f

・・
・
r
•
…
•
•
‘
f
・
・
・
、
'
;... `
“
•
…
•
`
•
”
…
•
`
••…
•
•
•
-
…
•
•
‘
r
…
•
`
、
…
•
•
、
“
•
…
•
、
.. `
•
じ
た
し
て
お
り
ま
す

（

著
し
く
、
公
金
の
取
扱
い
件
数
係
）

は
本
来
の
仕
事
で
あ
る
会
と
に
な
り
ま
す
。

5

こ
の
検
診
票
の
交
付
方
法
は

金
額
は
毎
年
増
大
す
る
一
方
で
計
事
務
に
集
中
で
き
る
の
で
、
一
方
、
今
年
か
ら
は
県
も
県
へ

~
妊
娠
届
が
出
た
者
に
対
し
て

交

受
入
れ
、
支
信
連
を
指
定
し
て
い
ま
す
の
で
~

[
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

払
い
の
事
務
県
補
助
金
、
制
度
資
金
等
の
多
‘
~

5

検
診
票
の
検
査
内
容
は

が
早
く
正
確
く
も
農
協
を
通
じ
受
払
さ
れ
る
{

"

-

、

梅

毒
血
清
反
応
検
査

第

館

日

に
処
理
さ
れ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二、

血
色
素
検
査
（
貧
血
）

他

尻

ヵ
農
協
の
取
扱
う
事
務

i

~

4

)

る
と
こ
ろ

）

事

育

’

．

三

、

血

圧

測

定

室

工

保

f

四
、
尿
化
学
検
査
（
糖
、
蛋

館

館

区

）

町
の
公
金
の
す
べ
て
を
取
扱
．
~
目
I
日
バ

l
t
t

ら
こ
の
方
法

議
地

谷

5

白
質
定
性）

い
ま
す
。

{
5
1
0

野

民

地

小

合

を
と
る
こ
と

~
五
、
血
液
検
査

(
A
B
0
式

会

園

大

発

日
室

に
な
っ
た
も

H
収
納
町
税
、
負
担
金
、
使
~
鹿
公
多
谷

血
球
計
算
）

の
で
す
。

•
J
(

）
'
喜
大
）
務
合
校

(
1
9

議
）
地
上
栄
（
出

用
料
、
年
金
保
険
料
、
給
食
斜
‘
~

ま
た
、
金

”

9

仕

所

一

，

（

林

事

話

学

札

館

会

館

常

階

肱

式

に

＂

場

保

成

行

〉

六

、

保

健

指

導

融
機
関
と
し
共
済
掛
金
そ
の
他
公
金
の
す

・"

．

奉

）

会

施

夕

洲

診

子

成

地

中

入

民

上

民

公
階
公
）
上
）
）
役
久
）
結
旅
）
~
ー
以
上
の
検
査
は
無
料
で
す

。

べ

て

を

町

が

発

行

し

た

令

書

｝

ジ

谷

集

実

ン

大

検

予

結

用

~
こ
れ
以
外
の
検
査
を
受
け
た
場

学
館

に
よ
っ
て
受
入
れ
ま
す
。

~
一
居
森
検
セ
技
児

'
)
J

事
）

肱
線
（
場
元
る
館
，
所

I
J

I

て
農
協
が
充

実

す

る

こ

と

サ

中

（

点

改

競

幼

谷

谷

プ

エ

館

（

津

会

役

（

ま

）

会

村

会

山

谷

会

装

野

ブ

修

民

も

大

ぎ

な

目

口

支

払

町

の

公

金

の

す

べ

て

｛

ッ

（

エ

総

生

法

乳

大

岩

）

ラ

良

鰍

民

祭

中

）

合

（

会

じ

館

林

本

集

正

）

大

絡

舗

鹿

ラ

面

公

鰍

飼

｝

合

は

、

料

金

が

い

り

ま

す

。

的
で
す
。

を
取
扱
い
ま
す
。
但

し

、

収

{

マ

）

査

竣

の

山

操

，

(

（

館

ク

改

民

公

ツ

’

館

査

打

会

合

は

民

農

（

城

（

小

）

（

連

の

●

ク

方

元

民

民

，

も

し

妊

娠

で

は

な

い

か

と

お

，
館
審
設
線
正
防
賞
射
習
習
民
射
か
線
公
（
一
線
民
調
村
例
打
始
動
公
（
札
嘉

会

射

山

館

射

業

道

小

か

神

（

公

公

f

気
づ
ぎ
の
場
合
は
公
民
館
で
実

ま

民

会

施

洲

（

消

入

注

講

講

公

注

じ

石

（

会

ポ

田

公

の

町

定

員

開

運

（

会

入

（

動

注

正

民

注

事

町

谷

じ

阪

会

(

(

[

．

施

し

て

お

り

ま

す

妊

婦
健
康
相

こ
れ
か
ら
入
役
の
発
行
し
た
小
切
手
を
~

"

ん

公

評

ピ

大

習

県

位

防

ス

ス

（

防

こ

白

談

員

ス

岡

（

金

営

会

査

い

全

会

事

事

級

運

防

（

公

防

入

興

森

岩

こ

京

価

多
参

は
、
農
協
に
持
参
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ハ

町

の

口

座

が

ん

。
支
払
い
日
は
毎
週
火
曜
．
i

．

そ"
-―-
"
，
談
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
そ
の
場

f

で
妊
娠
届
出
を
受
付
け
、
無
料

あ
（
品
レ
～
講
媛

2
予

ガ

ガ

会

予

ー

～

相

委

会

（

会

資

自

議
調

ろ
安

長

理

工

学

校

予

診

（

予

受

振

．

（

ー

校

評

検

検

・

日
と
金
曜
日
で
す

。

~
躙
鵬
事
談
木
テ
平
ン
愛
）
合
ン
ン
員
合
全
山
康
任
日
工
事
金
度
査
町
計
ひ
通
落
合
設
落
日

学
合
検
学
合
張
会
道
射
全

学
害
ン
ン

行
相
立
落
北
。
ハ
回
区
混
パ
。
ハ
委
混
安
滝
健
常
の
商
工
募
制
調
回
統
栗
交
部
組
施
部
の
中
混
児
大
混
出
社
農
注
安
中
損
ガ
ガ

5

検
診
票
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

で
ぎ
る
の
で

9

老
権
り
部
道
口

9

地
種
ロ
ロ
育
種
通
道
児
会
老
上
路
同
業
土

9
0宅
光
の
例
林
水
城
分
川
種
幼
人
種
税
域
山
防
通
）
川
稲
人
人
~
こ
の
検

診
票
の
交
付
は
改
正

公
金
の
受
入
町
税
の
納
付
（
納
税
日
は
毎
月
ー
~

敬
人
＜
森
県
プ
第
谷
三
プ
プ
体
三
交
町
乳
議
敬
川
道
共
農
国
第
住
観
秋
定
森
給
嘉
秋
肱
三
乳
成
三
町
地
正
予
交
所
肱
水
婦
婦

f

さ
れ
て
所
得
制
限
が
な
く
な
り

二
十
八
日
で
す
）

れ
は
、
町
が

＂
、
ま
し
た
の
で
妊
婦
さ
ん
全
員
に

発
行
す
る
令
い
ま
ま
で
町
税
等
は
町
の
出

i

"
＂

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
 

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

、

6
7
8
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
1
2
3
4
~交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

書
に
よ
っ
て
納
室
か
出
張
受
入
れ

の
町
職
員
~

月

月

月

月

t

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

支
払
は
収
入
へ
納
入

し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
~

i

こ
の
二
回
の
検
診
票
を
有
効

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

役
の
発
行
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れ
か
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は
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農
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の
本
所
ま
た
{

~
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使
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年 1回は必らず受けましょう

四塁園
小
児
マ
ヒ
ワ
ク
チ

ン
の
投
与
に
つ
い
て

0
場

所

肱

川

町

公

民
館

0
日
時
十
一
月
一

日
午
後
一
時
半
か

ら
二
時
半
ま
で

「
水
道
の
水
が
白
く
な
る

と
き
が
あ
り
ま
す
」
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行政報墨告する藤川町長

い
て

―
+
、
一
般
会
計
補
正
予
算

土
地
保
有
税
が
新
設
さ
れ
四
四
、
七
二

0
千
円
追
加

た。

＿
累
計
四
四
七
、
五

0
0千
円

五
、
敬
老
年
金
支
給
条
例
の
一
十
一
、
車
輌
等
運
営
特
別
会
計

‘ー号
部

改

正

に

つ

い

て

補

正

予

算

6

原

案

可

決

四

八

三

千

円

追

加

、

累

計

七

第

第
九
十
回
定
例
会
は
、
九
月
六
、
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
六
四
二
千
円

十
九
日
午
前
九
時
役
場
会
議
室
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
行
政
報
告

（
 

に
招
集
し
、
上
程
さ
れ
た
議
案
い
て

．
「
肱
川
町
振
興
計
画
の
策
定
に

十
一
件
を
審
議
、
会
期
一
日
を
融
資
枠
を
二
千
万
円
に
引
上
つ
い
て
」

も

っ

て

閉

会

し

た

。

げ

た

。

こ

こ

に

策

定

し

た

。

説

明

は

(2) 

一
般
会
計
予
算
〖
、
室
＿
万
円
追
加

累
計
で
四
億
四
、
四
七

0
万
円

＝第91回＝

き
、
だ
れ
が
そ
れ
を
持
っ
て

い
く
か
と
い
う
分
担
も
ぎ
め

て
お
ぎ
ま
し
ょ
う
。

◎
保
護
具
の
用
意

地
震
の

と
ぎ
は
落
下
物
の

け
が
が
あ
ふ
な
い
。
頭
を
保

具
す
る
た
め
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
用
意
を
し
て
お
ぎ
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
座
布
団
に
ひ
も

を
つ
け
て
お
け
ば
、
い
ざ
と

い
う
と
ぎ
に
、
頭
に
か
ぶ
れ

ま
す
。
む
か
し
の
防
空
ず
ぎ

ん
な
ど
を
思
い
出
し
て
用
意

し
て
お
く
の
も
い
い
で
し
ょ

う
。
軍
手
や
厚
手
の
く
つ
し

た
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
。

◎
室
内
の
落
下
物

対
策

棚
や
た
ん
す
の
う
え
に
無

造
作
に
物
を
お
ぎ
が
ち
で
す

が
、
そ
れ
が
ひ
と
ゆ
れ
で
落

ち
て
く
る
だ
け
で
肝
を
つ
ぶ

し
て
大
あ
わ
て
す
る
こ
と
に

上

程

議

案

七

、

国

保

自

動

車

使

用

料

の

徴

十

月

の

議

員

協

議

会

に

す

る

。

一
、
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
収
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
「
町
道
滝
山
ー
白
石
線
の
改
良

に

つ

い

て

つ

い

て

に

つ

い

て

」

浅
井
義
明
委
員
を
再

任

原

案

可

決

県

が

三

千

万

円

で

改

良

工

事

二
、
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
八
、

嘉
城
線
新
設
工
事
請
負
契
を
行
な
う
。
今
年
度
は
イ
ン
フ

つ

い

て

約

に

つ

い

て

レ

対

策

に

よ

る

公

共

事

業

繰

延

肱
川
農
業
協
同
組
合
を
指
一
三
、
八
一
三
千
円
川
上
建
べ
の
た
め
千
五
百
万
円
分
行
な

う
。
用
地
に
つ
い
て
は
完
了
。

な
り
ま
す
。
一
度
整
理
し
て

お
ぎ
ま
し
ょ
う
。

三
、
財
政
調
整
基
金
条
例
の
制
九
、
県
旧
市
町
村
職
員
恩
給
組
「
救
急
車
の
設
置
に
つ
い
て
」
c
士
士
婦
．
の
、
心
律
2

◎

連

絡

の

方

法

定

に

つ

い

て

合

資

産

管

理

組

合

の

解

散

に

従

来

の

患

者

輸

送

車

を

改

良

ご

主

人

が

留

守

の

場

合

は

原

案

可

決

つ

い

て

救

急

車

と

す

る

。

お

く

さ

ん

が

一

家

の

リ

ー

ダ

四

、

税

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

原

案

可

決

「

県

道

舗

装

に

つ

い

て

」

ー

と

な

り

ま

す

。

大

地

震

に

よ

っ

て

電

話

は

県
へ
要
望
し
て
い
た
が

『
肱

ふ

だ

ん

か

ら

、

主
人

を

た

不

通

に

な

る

こ

と

は

覚

悟

し

川
町
は
他
町
村
に
比

べ
補
装
が

よ
ら
な
く

て

も

い

い

だ

け

の

て

お

か

ね

ば

な

り

ま
せ
ん
。

多
い
の
で
本
年
度
は
栗
太
郎

ー

知

識

を

身

に

つ

け

て

お

ぎ

ま

主

人

や

家

族

が

勤

め

や

遠

出

赤
岩
間
の
み
の
見
込
で
あ
る
』

し

ょ

う

。

を

し

て

い

る

と

ぎ

大
地
震
に

「
国
鉄

バ

ス

内

子

ー

野

村

線

の

お

く

さ

ん

が

あ

わ

て

ふ

た

襲

わ

れ

た

と
き
、
連
絡
を
と

開

設

に

つ

い

て

」

め

い

て

は

、

子

供

や

お

と

し

り

合

う

こ

と

は

不

可

能

に

な

内

子

町

が

発

起

と

な

り

、

期

よ

り

の

恐

怖

心

を

あ

お

る

こ

り

ま

す

。

そ

う

い

う

場

合

の

落
ち
つ
く

成
同
盟
会
が
で
ぎ
た
。
国
鉄
内
と
に
な
り

じ
言

〗
｀
口
言
言
確
か
め
で
お
こ
う
[
`

且
臼

：
：
、
〗□-
こ
れ
だ
け
は
”
？
且

国
鉄
、
国
へ
陳
情
し
た
。
競
合

な

場

面

を

切

で

路
線
の
伊
予
鉄
と
の
関
係
、
道

路

の

改

良

に

よ

っ

て

開

通

の

見

想

定

し

て

、

そ

れ

に

応

じ

た

そ

れ

は

一

か

所

で

な

く

込

み

が

あ

る

。

行

動

を

検

討

し

、

そ

の

よ

し

い

く

つ

か

の

場

所

を

ぎ

め

て

「
県
道
蔵
川
ー
大

谷

線

の

改

良

ぁ

し
を
家

族

の

み

ん

な

で

話

お

い

た

保

う

が

よ

い

で

し
ょ

に

つ

い

て

」

し

合

っ

て

お

く

の

も

大

切

な

昭
和
四
十
七
年
度
の
県
道
昇

こ

と
で
す
。

格
の
条
件
と
し
て
、

ブ
ル

ド

ー

◎

非

常

持

ち

出

し

非
常
持
ち
出
し
用
品
は
ひ

ザ
ー
に
よ
り
道
路
を
つ
け
た
が

と
ま
と
め
に
し
て
、
い
つ
も

一
部
未
改
良
部
分
が
あ
っ
た
が

ぎ
ま
っ
た
場
所
に
、
と
り
出

地
主
と
の
用
地
交
渉
が
で
ぎ
た

し
や
す
い
よ
う
に
し
て
お
ぎ

の
で

二
九

0
万
円
で
急
拠
工
事

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

家
族
の

を
行
な
う
こ
と
と
し
た
。

全
員
が
そ
の
場
を
知
っ
て
お

一
般
質
問
は
紙
面
の
都
合
で

省
略

保護具の用意

保養センターヘこ招待

町出身の老人ホームのみなさん

んいん こぎ lは会 し本ヤさお浜 夕こーてて方人
でとに 三 とごム町長懇た熊ノんら町一 lう日もい々ホ社
帰いよ人がとで 長 ‘談 生゚ さへれ白日へとをらたに l会
つわろはでをの‘都会 さん86る滝帰お去楽つだ‘ム福
てれしときい生助谷に んヘ-藤の郷迎るしたい一へ祉
い‘くてまろ活役副は ,.....77‘ の白さえ五 くりて 日入協
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°こささ うでホら本 で森ツ男て長 ‘ノだて見つる老---------=• 

私
は
、

、子
供
の
戸
籍
抄
本
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、

「
こ
の
謄
本
は
、
戸
籍

の
原
本
と
…
・
:
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
（
戸
籍
謄
本
）
を
つ
く
っ
て
も
ら
い

謄
本
で
も
よ
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
「
謄
本
」
と
「
抄
本
」
は
ど
う
違
う

の
で
し
ょ
う
か
。

（
お
答
え
し
ま
す
）

言
葉
の
意
味
は
、
「
謄
本
」
と
は
、
原
本
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
文
書
の
こ
と
で
あ
り
、

「
抄
本
」
と
は
、
原
本
の
一
部
を
ぬ
ぎ
書
ぎ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り

で
す
。

戸
籍
の
場
合
は
、
一
戸
籍
に
親
と
子
が
記
載
し
て
あ
り
、
子
が
婚
姻
す
る
と
夫
婦
で
別

の
戸
籍
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
戸
籍
に
は
、
一
人
だ
け
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
数
人
が

記
載
さ
れ
一

戸
籍
が
ニ

ー
三
枚
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
。
戸
籍
用
紙
は
、

一
枚
目
に
は
三
人
記
載
さ
れ
、
二
枚
目
か
ら
四
人
記
載
で
き
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、

二
戸
籍
全
員
の
写
は
「
戸
籍
謄
本
」
で
あ
り
一
部
の
人
の
み
写
し
た
も

の
は
、
「
戸
籍
抄
本
」
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
夫
婦
と
子
一

人
の
場
合
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

一
枚
の
用
紙
に
全
員
が
記
載

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
は
、
謄
写
機
で
写
し
ま
す
し
、
料
金
も
違
わ
な
い
た
め
、
一
枚
に
三
人
全
員
を
写

す
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
「
謄
本
」

と
し
て
認
証
す
る
わ
け
で
す
。

住
民
票
の
場
合
も
全
く
同
じ

で
す
が
、
同
一
世
帯
の
人
は
―
つ
の
住
民
票
に
記
載
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
な
お
、
手
数
料
は
、

戸
籍
も
住
民
票
も
一
枚
に
つ
ぎ
七

0
円
で
す
。

「

薬

」

も

つ

か

い

方

に

よ

っ

て

は

「

毒

」

い

ま

す

。

体

の

方

は

、

余
分
な

「
C
」
を
排
泄
し
よ
う
と
し
て

内
臓
が
つ
か
れ
、
分
解
し
て
で

ー
ー
—
指
導
を
う
け
て
正
し
＜
i
_

ー

日
本
人
は
薬
に
頼
り
す
ぎ
る
す
る
。
そ
し
て
、
体
は
こ
の
こ
き
た
篠
酸
を
排
除
す
る
の
に
苦

と
よ
く
言
わ
れ
る
。
病
気
の
と
と
の
た
め
に
、

多
く
の
エ
ネ
ル
労
し
ま
す
。

又
、
篠
酸
は
必
要

き
薬
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
ギ
ー
が
消
費
す
る
。

又
肝
臓
ゃ
な
カ
ル
シ
ュ
ー
ム
の
骨
へ
の
沈

正
し
く
、
つ
か
う
こ
と
が
大
切
腎
臓
に
副
作
用
し
た
り
、
な
か
着
を
邪
魔
す
る
ば
か
り
か
、
有

で
す
。
・
奥
乍
は
大
な
り
小
な
り
に
は
眼
の
網
膜
を
お
か
す
も
の
害
な
胆
石
、
腎
臓
結
石
を
お
こ

必
ず
副
作
用
あ
る
か
ら
で
す
。
も
あ
る
。
私
た
ち
が
一
番
安
全
す
も
と
に
な
り
ま
す
。

薬
が
体
の
中
に
入
る
と
、
体
で
、
無
害
と
思
っ
て
い
る

ビ

タ

病

気
に
な
っ
て
も
体
は
、
自

は
こ
の
得
体
の
知
れ
な
い
化
学
ミ
ン

C
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
然
回
復
力
が
あ
る
の
で
す
か
ら

物
質
に
と
ま
ど
い
な
が
ら
、

分

ょ

う

。

薬

は

最

小
限
に
正
し
く
薬
を
使

解
し
た
り
、
解
毒
作
用
を
し
た
色
を
白
く
し
た
い
と
い
う
一
う
よ
う
心
掛
け
て
下
さ
い
。

り
し
て
早
く
体
外
に
出
そ
う
と
心
で
、
む
や
み
に
の
む
女
性
が

交
通
事
故
と
国
民
健
康
保
険

ど
に
応
じ
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

も
し
あ
な
た
が
交
通
事
故
で
で
す

。

示

談
を
結
ん
で
、
治
療
費
を

ケ
ガ
を
さ
れ
た
と
き
、
当
然
相
手
を
傷
つ
け
た
責
任
は
、
受
け
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
国

「
国
保
」
で
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
そ
の
本
人
が
負
う
の
が
世
の
中
保
で
立
て
替
え
た
治
療
費
を
加

す
。
た
だ
し
、
治
療
費
は
あ
く
の
し
き
た
り
で
す
。
で
は
な
ぜ
害
者
に
請
求
で
ぎ
な
く
な
り
ま

ま
で
加
害
者
の
負
担
で
す
か
ら
国
保
で
治
療
が
受
け
ら
れ
る
か
す
ー

あ
と
で
加
害
者
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う
と
、
け
が
は
「
ま
っ
た
国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き

こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
な
し
」
な
の
で
、
国
保
で
治
療
は
、
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷

「
国
保
だ
と
タ
ダ
で
治
療
を
受

費

を
一
時
立
て
か
え
て
、
後
か
病
届
」
が
必
要
で
す
が
、
こ
の

け
ら
れ
ま
す
か
ら
」
な
ど
と
、
ら
加
害
者
か
ら
返
し
て
も
ら
う

場
合
に
は
警
察
の
事
故
証
明
書

相
手
が
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
わ
け
で
す
。
肝
心
な
こ
と
は
、

診
断
書
、
示
談
が
成
立
し
て

い

れ
は
ウ
ソ
で
、
自
分
の
賠
償
責

治
療
費
が
ど
れ
だ
け
か
か
る
か
れ
ば
そ
の
写
し
も
一
緒
に
必
要

任
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
わ
か
ら
な
い
う
ち
は
示
談
な
で
す
。
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（
お
た
ず
ね
し
ま
す
）
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